　様式第１号（第４条関係）
（表）
	申込団地名
	
	書類審査
	可・否

	受付印


	受付番号
	
	

	
	抽選番号
	
	

	市営特定公共賃貸住宅入居申込書

	年　　月　　日　

　遠野市長　様

申込者　住所　〒　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　
電話　　　　　　　　　　　　
　次のとおり市営特定公共賃貸住宅への入居を申し込みます。

　なお、申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないことを誓約するとともに、許可の後に申請者（同居する親族を含む。）が暴力団員であることが判明したときは、速やかに市営特定公共賃貸住宅を明け渡すことを誓約します。

　また、暴力団員であるか否かの確認のため、関係機関に対し照会が行われることに同意します。
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	●世帯総所得　　　　　　　　　円　　○月収入（Ａ÷12）　　　　　　　　　　円

●控除額合計　　　　　　　　　円

●所得（Ａ）　　　　　　　　　円

	特記事項




（裏）
	〔市営特定公共賃貸住宅条例抜粋〕
　（入居の手続）
第９条　入居予定者は、第６条第１項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
　(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。
　(2) 第16条第１項に規定する敷金を納付すること。
２　入居予定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、市長が指定する期間内に同項の手続をしなければならない。
３　市長は、入居予定者が第１項の期間内又は前項の市長が指定する期間内に同項の手続をしないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。
　（同居の承認）
第10条　入居者は、市営特定公共賃貸住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

２　市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
　（入居の承継）
第11条　入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営特定公共賃貸住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

２　市長は、前項の規定により引き続き当該市営特定公共賃貸住宅に居住しようとする者（同居する者を含む。）が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
　（敷金）
第16条　敷金の額は、入居時における家賃の３月分に相当する額とする。
２　前項の敷金は、入居者が市営特定公共賃貸住宅を明け渡したときに還付する。この場合において、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除して還付するものとする。
３　敷金には、利子を付けない。
　（住宅の明渡し請求）
第25条　市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、市営特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
　(1) 不正の行為によって入居したとき。
　(2) 家賃を３月分以上滞納したとき。
　(3) 正当な理由によらないで15日以上市営特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
　(4) 市営特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

　(5) 暴力団員であることが判明したとき（同居者が該当する場合を含む。）。
　(6) 第10条第１項、第11条第１項及び第18条から第23条までの規定に違反したとき。

２　入居者は、前項の規定に基づく市営特定公共賃貸住宅の明渡し請求を受けたときは、速やかに、当該市営特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長が明渡しを指定した日の翌日から明渡しの日までの期間の第12条の規定に基づく家賃の２倍に相当する金額を支払わなければならない。

〔市営特定公共賃貸住宅条例施行規則抜粋〕
　（連帯保証人）
第７条　条例第９条第１項第１号に規定する連帯保証人は、２人とし、市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で市長が適当と認めるものでなければならない。
２～４　略
　（入居の手続）
第８条　条例第９条第１項第１号に規定する請書は、市営特定公共賃貸住宅入居請書（様式第４号）によるものとする。
２　入居予定者及び連帯保証人は、前項の請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

　(1) 入居予定者　印鑑証明書
　(2) 連帯保証人　印鑑証明書、住民票、前年の所得を証明する証明、市税等の滞納がないことを証明する書類
　（同居者の異動）
第９条　入居者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動があったときは、速やかに、市営特定公共賃貸住宅同居者異動届（様式第５号）を市長に提出しなければならない。















